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松原市教育委員会２月定例会 議事録 

 

１．日  時   令和３年２月１７日（水） 午後３時００分 

 

２．場  所   松原市役所 ３０１会議室 

 

３．付議事件等 

（１）報 告   第２号 これからの学校教育基本構想検討委員会委員の委嘱の専決処

分の承認を求めることについて 

（２）議 案   第３号 令和２年度松原市一般会計補正予算（第１３号）について 

第４号 令和３年度松原市一般会計予算案について 

         第５号 松原市文化財保護審議会への諮問について 

         第６号 処分に係る大阪府教育委員会への内申について 

         第７号 令和３年度松原市教育委員会教職員人事に係る大阪府教育委

員会への内申について 

         第８号 松原市立松原幼稚園、松原西幼稚園、まつかぜ幼稚園の閉園

による告辞について 

 

出席委員   美濃教育長 栗崎教育委員 田中教育委員 有馬教育委員 佐野教育委員 

 

事務局        伊藤教育総務部長 横田学校教育部長 坂野市民協働部長 中瀬福祉部長 

田中教育総務部次長兼文化財課長 浦井副理事 岡林学校教育部次長 

北野市民協働部次長 手束副理事兼いきがい学習課長 小玉福祉部次長 

中谷子ども未来室長 

宮本教育政策課長 幸教職員課長 森教育推進課長 前崎地域教育課長 

矢野教育研修センター長 吉田福祉部参事  
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 それでは、令和３年２月の定例教育委員会を始めたいと思います。 

 ただいまの出席委員は４名でございます。私を含めまして定足数に達して

おりますので、会議は成立いたしております。 

 和田委員が御欠席ということです。 

 これより、２月定例教育委員会を開催いたします。 

 なお、小川副理事、田中教育総務課長が欠席との届出がございましたので

御報告をいたします。 

 １月定例会の会議録につきましては、まだ出来上がっておりませんので、

次回定例教育委員会でお諮りしたいと思います。 

 次に、本日の会議録の署名委員を指名いたします。委員会会議規則第１７

条第２項の規定により、栗崎委員にお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 初めに、教育長報告を行います。お手元の資料に基づき報告をさせていた

だきます。 

 １月２１日、大阪府の市長会、町村長会の合同会議において、ＳＮＳノー

トおおさかの周知をさせていただきました。 

 御出席いただいていた首長さん方、おおむねほぼ皆さんの方々が肯定的に

捉えていただいたのではないかと思っております。時間は１０分足らずぐら

いだったと思いますけれども、本教材の魅力は十分に伝えることができたの

かなと思っています。 

 それから、１月２９日、２月１０日に、南河内府民センターにおきまして、

第３回、第４回の南河内地区市町村教育長連絡協議会と南河内地区人事協議

会が併せて行われました。令和３年度の教育長協議会の活動予定、役割分担、

教職員人事などについての検討を行ったところです。 

 ２月２日には、第３６回松原市新型コロナウイルス感染症対策本部会議が

開かれまして、緊急事態宣言延長に伴う、２０時以降の不要不急の外出、移

動自粛、公共施設の開館時間の短縮、発熱時の適切な受診方法などについて、

引き続き市のホームページや市の公式ＬＩＮＥなどで、市民への周知啓発を

行っていくことを確認したところです。 

 続きまして、８日には、道徳教育推進教師の連絡会がオンラインで開催さ

れ、私も出席させていただきました。１時間ぐらいだったんですけれども、

現場の先生方ともいろいろ意見交換ができて、こちらとしても収穫が多かっ

たと思っております。 

 それから、翌９日は、ＳＮＳノートおおさかのオンライン公開授業を河合

小学校で行いました。６時間目の６年生の道徳の授業のときにＳＮＳノート

おおさかを使って、メディアの方々のみにオンライン配信をして、授業の様

子を見ていただいたということでございます。 

 授業の様子は、去年の総合教育会議に来ていただいた静岡大学の塩田先生

にもｚｏｏｍで参加をしていただいて、マスメディアの方々への補足の説明

などにも対応していただきました。 

 教材のほうも、ＬＩＮＥ社のホームページで公開されておりますし、実際

の授業の様子を市のホームページでも、１コマ全部ではなくて短縮版ですけ

れども、それを市のホームページでも公開されておりますので、またお時間

のあるときに御確認をいただければと思っております。 

 それから、２月１０日は、ＪＥＴプログラムで来日したネイティブスピー

カーの英語の授業を見学してまいりました。これは松原中学校にお邪魔をし
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ました。 

 そのＡＬＴの方の授業と併せて、ほかの教室も見せていただいたんですけ

れども、松原中学校、ホームページでもしっかり発信をされているんですが、

ＧＩＧＡ端末を非常に積極的に使っておられると。ほぼ全ての授業のコマ

で、何らかの形でその端末を活用する場面を設けているということでござい

ました。 

 非常に、私、興味深く見せていただいたのは、いろんな学校に行くんです

が、中には授業に集中ができなくて伏せっている子どももいたりとか、ほか

の事に気が向いてしまっているような子どもも見受けられることがあるん

ですけれども、この端末が入ってからの授業の様子を見たところ、みんなす

ごく集中して、食い入るように画面を見つめて、先生の話もよく聞いている

し、すごく学ぶ姿勢というんでしょうか、その向き合い方が大分導入前とは

違ってきて、能動的になっているんじゃないかなという感じがいたしまし

た。 

 また、私以外からも気がついたところがあったら言ってもらえればと思っ

ておりますけれども、とにかく今回のＧＩＧＡスクールでの端末導入という

のが進んでいけば、学びの在り方自体ががらっと変わるなというのを、すご

く実感できる場面を見られたなと思っております。 

 それから同日に、第３７回のコロナウイルスの感染症対策本部会議が開か

れたところです。 

 それから、２月１２日には、松原学校給食株式会社の連絡会ということで、

市議会の方々にも、来年度の給食株式会社の予算等についての説明をさせて

いただいたところでございます。 

 引き続き、学校現場、教育委員会ともに感染症対策を徹底してまいりたい

と考えておりますので、教育委員の皆様方には、今後とも御理解、御協力を

よろしくお願いいたします。以上、御報告とさせていただきます。 

 ただいまのことについて、何か御意見、御質問等、ございますでしょうか。 

 

 ＳＮＳノートおおさかの公開授業は、子どもたちの反応、メディアの反応

は簡単に言ったらどんなものだったんでしょうか。 

 

 ＳＮＳノートおおさかを子どもたちが使い始めて、使っている授業を横で

見させてもらっているんですけど、夜遅くまでのグループトークというその

勉強をしました。それぞれが夜寝る時間が全然違い、今まででいうと、紙の

プリントの中に各自の夜寝る時間を書いて交流という形になるんですけど、

１人１台の端末がありますので、ぱっとその場で自分自身が寝る時間をみん

なと共有できる。友だちがどの時間に寝ているのかなとか、夜遅くにメール

が返ってきたときにどんな返事をしたらいいかなということについても、そ

れぞれが公開したいと思う意見を瞬時にみんなで共有ができるんです。その

様子を僕らも横で見させていただいて、やっぱり１人１台端末は違うなと思

ったわけです。 

 最後に子どもたちに感想を聞くと、すぐに友だちの意見が分かるのがすご

くよかったということを言っている子が２、３人いましたので、これはすご

く好評だというふうに感じました。 

 以上です。 

 



 －4－ 

田中委員 

 

美濃教育長 

 

 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

美濃教育長 

 

 

 

 

横田学校教育

部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。 

 

 当日の様子を伝える記事について、時事通信社がまず当日のうちに配信し

てくれていました。それから、日本教育新聞社も既に記事化していただいて

いるので、後日お送りをさせていただきます。読売新聞からも取材を何度も

受けていますので、また後日、記事を掲載してくれるんではないかなと思っ

ております。あと、新聞発行社ではないですけれども、民間の取材をされた

ところが記事化、ウェブの記事ですけども、そういうのをしてくれていると

ころもあるので、また共有をさせていただきたいと思います。 

 

 ありがとうございました。 

 

 ほかに御意見、御質問はございませんでしょうか。 

 

 ないようですので、新型コロナウイルス感染対策の実施による小中学校の

現在の状況につきまして、事務局から報告をお願いいたします。 

 

 それでは、新型コロナウイルス感染症対策についての、現在の小中学校の

状況について御報告いたします。 

 御承知のように、８月、９月に３校の小中学校が臨時休業を実施いたしま

したが、その後、現在２月に至るまで臨時休業はございません。併せまして、

いわゆる小学校、中学校の学校内での感染例は今のところ確認されておりま

せん。 

 感染した児童、生徒、教職員全て、家庭内での感染ということで確認して

おります。 

 次に、このコロナ禍においてですが、先月１月２８日、２９日に、ＩＳＳ、

インターナショナルセーフスクールの事前指導がございました。二中校区の

３校、五中校区の３校、合計６校です。とりわけ児童、生徒が自主的に取組

の報告をした上で、審査員からの質問にも適切な答えをしたということで、

来年度、令和３年度にこの二中校区、五中校区含めて、全ての中学校区、全

ての２２校がＩＳＳの国際認証を受けることになる予定でございます。さら

には、先ほど教育長からの御報告がありましたＧＩＧＡスクール。１人１台

端末の導入がなされておりまして、それぞれの学校でコロナ禍で話合い活

動、対面の活動等が制限されている中で、それを補うものとして、タブレッ

トに自分の意見を入力すれば、そのままその直後に黒板の横に置いてある大

画面のディスプレイに友だちの意見が映し出されるということで、いろんな

教科で各学校が試行錯誤、活用をしているところでございます。コロナ禍の

制限された教育活動を補うものとして、かなり有効であることは間違いない

と思っております。 

 次に、修学旅行ですが、残り２校、天美北小学校と布忍小学校ですが、延

期されていた日程が２月の上旬でございましたので、緊急事態宣言の期間中

ということで、両校ともにさらに延期しまして、緊急事態宣言が解除される

予定の３月７日以降、３月８日と９日、一泊二日で両校とも同じスケジュー

ル、同じ宿舎で今のところ実施予定でございます。 

 最後に卒業式でございますが、小学校が３月１９日、中学校が３月１２日

の予定ですが、今のところ来賓の出席は御遠慮いただいた上で、保護者につ
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きましては、人数を制限して一緒に参加していただく方向で調整中でござい

ます。これにつきましては、最終的に近づきました折に感染状況を踏まえて

最終決定をしていこうと考えております。 

 私からは以上でございます。 

 

 ありがとうございました。ただいまの件について、何か御意見、御質問は

ございませんでしょうか。 

  

 ＩＳＳのことなんですけども、去年からずっと流れでやってきていますよ

ね。それで、前回のときもそうだし、小学校から中学校、この連携が何かや

っぱりされてなさそうなんですよ。やっぱり小学校は小学校。学校が違うか

ら仕方ないですが、ただ、点から線に変えていってあげるほうが子どもにと

っては、これがもう学校の当たり前なんだと、こういう活動をするのが当た

り前なんだということを認識できるほうが、いいと思います。 

 今回の二中、五中のときも、結局学校は学校だけでやっているので、線に

なっていない気がするんです。そこのところをもうちょっとこの流れがあっ

て、中学卒業したときには、こういうことができるようになっている子ども

たちが多いというのがあれば一番いいんではないかと思うのですが、その辺

はどうでしょうか。 

 

 今、委員にお話いただいたように、この後二中、五中の報告をさせていた

だこうと思ったのですが、白石先生からも前回現地審査で来ていただいたバ

ーバー先生からも、本当に課題の一つとしてその辺りが挙げられておられま

す。 

 特に三中校区については、ＩＳＳ子ども会議的なものが本当に定着をして

きて、小中で連携をして、それぞれどう進めていくかという。ほかの学校も

それに倣って進めていっているところではございますが、まだまだ学校単位

の認証という意識が非常に強いです。三中校区は来年再認証になります。今

後続けていく中で、やはり校区としてＩＳＳをどのように進めていくかとい

うところは、しっかりと学校ともと連携をして取り組んでまいりたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

 

 極端な話、その認証という行為がなくても、今後続けていけるというふう

な流れのほうが本来はいいのではないかと思ったりはするんです。その辺ど

う思いますか。 

 

 おっしゃるとおりで、決して認証が目的ではないですから、これまでも校

区人研であったり、校区で取り組んでることというのがベースにございます

ので、まさに学習面にしても、子どもたちの今のこのコロナの取組にしても、

ＩＳＳの取組を含めて、校区で一体となってやっていくというのが非常に大

切ですし、中学校がモデルとなって、小学生が今後中学校に進学したらあん

なふうになりたいなということであったり、白石先生やバーバー先生から言

われたのが、小学校で中心にやってきた６年生が、中学生に上がると一番下

級生になるので、先輩たちの様子を見ていかなければならないようなことに

なってしまうこの文化を、やっぱり中学校の先輩たちも、長らく小学校でや
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ってきた後輩たちの意見を積極的に取り入れて発信して一緒にやっていけ

るように、学校の体制をしっかりと整えてほしいということを、具体的には

聞かせていただいています。 

 教職員に異動等もありますので、その辺りは日本の文化の課題ではあるか

と思うんですけども、その辺りは長らく御指摘いただいているものですか

ら、令和３年度に向けては、その辺りもしっかりと取り組んでまいりたいと

思います。 

 以上です。 

 

 よろしいですか。 

 ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。 

 

 ないようですので、これより本日の議事に入ります。議案が６件、その他

が２件となっています。 

 感染症対策のため、今回も説明の終わった者から退出させていただきたい

と思っております。 

 また、「議案第６号 処分に係る大阪府教育委員会への内申について」と

「議案第７号 令和３年度松原市教育委員会教職員人事に係る大阪府教育

委員会への内申について」は、人事案件となりますので非公開とし、最後に

秘密会として行いたいと思います。 

 以上につきまして、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 よろしいですか。それでは、議案第６号、第７号につきましては非公開と

し、最後に御審議をいただきます。 

 

 では、初めに「議案第４号 令和３年度松原市一般会計予算案について」

を議題といたします。事務局より説明を求めます。 

  

 それでは、「議案第４号 令和３年度松原市一般会計予算案について」、御

説明いたします。 

 令和３年度予算につきましては、松原市第５次総合計画の３年目といたし

まして、まちづくりの三本柱である「安心・安全で活力を生み出すまちづく

り」、「人を育て、人が輝くまちづくり」、「魅力を発信し、市民と共に進める

まちづくり」の実現に向けて予算編成を行ったものでございます。 

 それでは、令和３年度松原市一般会計予算案のうち、教育委員会所管分に

ついて、議案書の次のページ、令和３年度教育委員会予算説明書にて御説明

いたします。 

 御準備はよろしいでしょうか。１枚めくっていただきまして、１ページ、

２ページにつきましては、歳入についての表になります。 

 次に３ページをお願いいたします。この表につきましては、歳出につきま

して、教育費予算を予算項目ごとに表記した表となります。表の単位は千円

単位です。予算項目ごとに令和３年度と令和２年度の予算を比較していま

す。左から５番目の欄が比較した金額になります。三角印はマイナスを表し

ております。 
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 大きく伸びておりますのが、保健体育費の学校給食費になります。 

 下から２段目に、教育費の総額の欄がありますので御覧ください。一番左

が令和３年度の教育費予算の各予算項目をまとめた額になります。金額は 

２６億１，００７万５，０００円になっております。 

 その右の欄です。こちらが、令和２年度の教育費の当初予算の額となりま

す。金額のほうが、２５億５，４６０万８，０００円になっておりまして、

令和３年度と令和２年度の比較が、その次の右の欄になりますが、比べます

と５，５４６万７，０００円の増額となっており、前年度比で２．２％の増

となっております。 

 次の右の欄からは、財源の内訳を記載しておりまして、初めは国、府の支

出金で、国や府からの負担金や補助金となりますが、３億４，１１５万  

４，０００円になります。 

 順次、右へ移ってまいりますが、次の欄は地方債です。いわゆる市の借入

金になります。２４０万円でございます。 

 次の欄が、その他といたしまして、施設の使用料や幼稚園の預かり保育料、

施設の目的外使用料にかかる専有料になりますが、１，０４６万７，０００

円となっております。 

 その次の欄は、一般財源。松原市の市税などによる自主財源になりまして、

２２億５，６０５万４，０００円となっております。 

 以上が財源の内訳になります。 

 このページの一番下には、令和２年度の当初予算との差を百分率で表して

おりますが、先ほど申しましたように令和３年度は２．２％の増となってお

ります。 

 主な増減の理由や事業内容の説明は、後ほど各担当よりお伝えいたします

のでよろしくお願いします。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 上の表、最初の表は先ほど御説明いたしました予算を各部ごとに分けたも

ので、教育総務部は１億６３７万円の増額。学校教育部は７９１万円の増額。

市民協働部は１９４万６，０００円の増額。福祉部は６，０７５万    

９，０００円の減額となっております。 

 その下は人件費についての予算になります。教育委員会事務局の職員であ

る教育総務部、学校教育部と各学校に配置しております技能職員の人件費の

総額となります。なお、小中学校の教諭の人件費につきましては大阪府の負

担となりますので、この金額には含まれておりません。 

 その下にございますのが、教育費予算にかかる総計になります。 

 各部の予算額と人件費を合計したものを表記しており、３５億４，４５３

万９，０００円となります。 

 一番下を御覧ください。松原市の一般会計予算における教育費の占める割

合を示しております。令和３年度の松原市の一般会計予算の総額は４４０億

円となっており、教育費の占める割合は８．１％となります。 

 なお、松原市の一般会計予算の総額は、前年度と比べ４，０００万円の増

となっております。 

 次のページからは、部ごとに取りまとめた各課の予算額の表となっており

ます。 

 また、９ページからは、令和３年度当初予算の概要として、９ページから

１３ページまでは、市全体のものを記載しております。 
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 それでは、これより各部ごとの主な予算内容につきまして、１４ページか

らの事務事業経費の内訳により、各担当より御説明いたしますので、御承認

賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 私のほうからは、教育総務課所管分につきまして、主なものを御説明申し

上げます。 

 ただいまの予算説明書の１５ページをよろしくお願いいたします。 

 上から２段目、「小学校・中学校卒業記念事業」についてでございますが、

こちらの事業につきましては、市立小学校を卒業する児童、並びに中学校を

卒業する生徒に記念品を贈り前途を祝うとともに、さらなる学習意欲の向上

に努めるものでございます。 

 前年度と比べまして予算が減額となっておりますのは、児童、生徒の人数

の減少によりまして、減額となっているものでございます。 

 続きまして、次のページ、１６ページをお願いいたします。 

 １段目の「市立小学校セーフティスクールサポート事業」についてでござ

いますが、こちらにつきましては、各小学校の校門に管理員を配置させてい

ただきまして、校門の開閉及び入校者の受付対応を行うことによりまして、

不審者が学校に侵入することを未然に防ぐことで、安心・安全を確保してお

るものでございます。引き続き、児童及び教職員の安心・安全を守るために

事業を継続して行っていくものでございます。 

 前年度と比べまして増額しておりますのは、時間単価が増額していること

によるものでございます。 

 次に、１９ページをお願いいたします。 

 上から２段目の「教育用ネットワーク事業」についてでございますが、  

ＧＩＧＡスクール端末で資料の検索などを行うインターネット回線や、市立

小中学校を結ぶ校務システムにかかります教育用サーバー、及び各校内の 

ＬＡＮ機器などの整備及び管理等を行い、授業における機器のスムーズな接

続を確保し円滑な授業を行うとともに、高速ＬＡＮによります動画を活用し

た多様な授業が可能となっているものでございます。 

 前年度と比べまして減額となっておりますのは、平成２８年度に導入しま

した教育用サーバーや校内ＬＡＮのリース料が８月にて完了となりますの

で、その部分が減少となったものでございます。 

 次に、２０ページをお願いいたします。 

 上から３段目の「学校ＩＣＴ機器等整備事業」でございますが、市立小学

校、中学校におきまして、学校内で使用していますタブレットパソコンや、

パソコン教室のパソコンについて管理を行い、ＩＣＴ機器を活用できる環境

を整え、機器等を活用した児童、生徒の主体的な学びを推進したものでござ

います。今後も必要な機器の更新等を進めていく予定でございます。 

 前年度と比べまして減額しておりますのは、平成２８年度に導入しました

電子黒板のリース料及び保守料が減額、減少しているものでございます。 

 続きまして、２１ページをお願いいたします。 

 上から３段目の「小学校教材・教具購入事業」及び、２４ページ一番上の

「中学校教材・教具購入事業」を併せて御覧いただけたらと思っております。 

 「小学校教材・教具購入事業」及び「中学校教材・教具購入事業」につき

ましては、市立小中学校におきまして、児童、生徒の健全な教養を育成する

ため必要な教材・教具、学校図書を購入するものでございます。 
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 前年度と比べまして「小学校教材・教具購入事業」が減額しておりますの

は、前年度の小学校の教科書改訂に伴う教師用教科書、指導書の購入が終わ

りましたことによるものでございます。また、「中学校教材・教具購入事業」

でございますが、中学校の教科書改訂に伴いまして教師用教科書、指導書を

購入するため、こちらのほうは増額となっております。 

 続きまして、２１ページにお戻りいただきますようお願いいたします。 

 ２１ページ一番下の段、「小学校運営事業」及び２４ページ２段目の「中

学校運営事業」でございますが、こちらのほうは、市立小中学校の事務用品

や印刷物、学校運営を円滑に進めるために必要な物品等の効率的な購入を行

い、教育環境の充実を図っているものでございます。 

 小中学校ともに前年度と比べまして減額となっておりますのは、平成２８

年度に導入しました高速カラー印刷機のリース契約満了に伴うリース料の

減額によるものでございます。 

 続きまして、２２ページを御覧いただきますようお願いいたします。 

 ３段目になりますが、「小学校施設維持管理整備事業」についてでござい

ます。市立小学校の校舎内外の維持管理及び修繕に努め、教育施設の保全に

努めているものでございます。 

 前年度と比較しまして増額となっていますのは、ＰＣＢ廃棄物の処分委託

料と運搬手数料の増額、及び天美小学校、三宅小学校、天美西小学校の職員

トイレの洋式化を図るものでございまして、その部分が増額になっていると

ころでございます。 

 次に、投資的経費について御説明申し上げます。３７ページをお願いいた

します。 

 １段目の「各小学校空調機設置事業」でございますが、天美南小学校、及

び、天美西小学校の職員室の空調機器が故障しておりまして、この故障部分

の空調を新たに設置するものでございます。 

 以上、教育総務課所管分について御説明申し上げました。よろしくお願い

いたします。 

 

 続きまして、教育政策課の予算について御説明させていただきます。教育

政策課の宮本です。よろしくお願いいたします。 

 当初予算の概要の１５ページを御覧ください。 

 一番上の段にあります「教育委員会管理費」につきましては、ただいま開

催されております教育委員会開催に伴う費用でございます。 

 前年度よりも９万７，０００円金額が下がっておりますが、こちらにつき

ましては、教育長の特別旅費につきまして、一般事務費のほうにまとめさせ

ていただいたものです。 

 続きまして、３段目、「文化の日表彰事業」につきましては、令和２年度

の表彰者が４６名でございました。この実績に合わせまして予算を増額させ

ていただいたものです。 

 経費の内訳としましては、報償費につきましては、表彰状と記念品となっ

ております。役務費につきましては、受賞者の方への招待状の発送の費用と

なっております。 

 以上、教育政策課所管分についての説明とさせていただきます。 
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 続きまして、学校給食課分について御説明いたします。 

 予算書の３５ページをお願いいたします。 

 ２段目に「学校給食センター運営事業」がございます。こちらにつきまし

ては、学校給食センターを安全かつ衛生的に管理し、給食業務の円滑な運営

を図るものでございます。 

 その次の段にございます「学校給食業務事業」につきましては、小学校  

１５校の児童５，２６６人に対しまして、安心・安全な学校給食を提供する

もので、給食提供予定日数につきましては、１８９日を予定しております。

また、小学校給食につきましては、松原市が設立いたしました松原学校給食

株式会社への委託により実施するものです。 

 経費の内訳といたしましては、給食の実施に要する運営諸経費分を委託料

として、また、株式会社の職員の人件費相当分を補助金として計上しており

ます。 

 なお、令和３年度につきましては、小学校、中学校の１学期分の給食費に

つきまして、無償とするための補助金を計上しております。 

 次に下の段、「中学校給食事業」につきましては、中学校７校の生徒  

２，６６９名に対しまして、安心、安全な学校給食を提供するもので、給食

の提供日数は１６６日を予定しております。 

 中学校給食につきましては、民間事業者２社と平成２９年度から令和３年

度までの長期継続契約を締結して実施しておりまして、令和２年度に引き続

きまして委託して実施するもので、経費につきましてはこの２社への委託料

でございます。 

 続きまして、文化財課所管分につきまして御説明いたします。 

 予算書の３１ページにお戻りください。 

 一番下の段「調査・保存事業」につきましては、地域の文化財を損失から

守り、市民の郷土への愛着と理解を深め、次世代へ継承するため、市内寺院

所蔵の古文書の調査や公共事業等に伴う埋蔵文化財の確認、調査を行いま

す。また、重要なものにつきましては、市指定文化財に指定し、保存と活用

を図るものでございます。 

 令和３年度におきましては、文化財の情報について自由に利活用して、地

域の歴史や文化に慣れ親しむことができるよう、順次、文化財情報をデジタ

ルコンテンツ化していく予算を計上しております。 

 以上、教育総務部所管分の説明といたします。よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、学校教育部所管分の令和３年度予算の概要につきまして、主な

ものを各課長より御説明させていただきます。 

 

 教職員課です。それでは、２３ページを御覧ください。 

 ２３ページの３段目ですが、「要保護及び準要保護児童生徒援助事業（小

学校）」ということで説明させていただきます。 

 令和２年度当初予算は、６，１５８万４，０００円でありましたが、令和

３年度予算要求額は５，９３６万４，０００円となっております。これは、

右の表にありますように、対象となる児童が減少したためであります。 

 事業内容としては、これまでどおり学用品費、給食費等の援助を実施する

ものです。 

 続きまして、２５ページの４段目を御覧ください。 
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 これは、先ほどと同じく、中学校分の予算要求の内容が示されております。

小学校と同様で、内容としては変化はございません。 

 以上でございます。 

 

 続けて、教育推進課です。１７ページを御覧ください。 

 ２段目の「国際化教育推進事業」でございますが、小中学校に英語指導助

手や英語指導協力員を配置し、小学校の外国語活動、中学校の英語教育の充

実を図るとともに、台湾台北市との教育交流の推進を図るものでございま

す。 

 令和３年度につきましては、英語指導助手、いわゆる外国人のＡＬＴの先

生については、国のＪＥＴプログラムを活用を引き続きし、７つの中学校区

に１名ずつネイティブの先生が配置できるよう予算要求しているところで

ございます。 

 今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、ＪＥＴ－ＡＬＴの先生

は１名のみの活用となりましたが、令和３年度は３名の活用を計画している

ところです。 

 続きまして、２０ページを御覧ください。 

 ４段目の「セーフスクール推進事業」でございます。令和２年度の当初予

算は７６５万４，０００円でしたが、令和３年度の予算要求額は１，３９４

万９，０００円と、約６３０万円の増額となっております。これは、市内全

ての小中学校で国際認証を取得する予定であるということでございます。今

年度はコロナの影響により現地審査ができませんでしたので、令和３年度、

次年度に移ったということもありまして、その分も合わせて令和３年度に全

て行う計画でございます。よろしくお願いします。 

 最後ですが、３２ページを御覧ください。 

 ２段目の「学校保健体育関係事業」でございますが、令和３年度予算要求

額が令和２年度当初予算より増額となっていますのは、新型コロナウイルス

感染症対策として手指消毒用のアルコール等、消耗品を確保するためでござ

います。 

 以上です。 

 

 地域教育課です。２８ページを御覧ください。 

 ４段目の「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動推進事業」につい

て御説明いたします。令和２年度当初予算と令和３年度予算要求額はほぼ同

額となっておりますが、来年度は、今後松原市において進めるコミュニティ

スクールについて準備を行う予算を要求しております。 

 主な要求内容としましては、準備を進めるための報賞費、需用費でござい

ます。現在、令和４年度より本格実施を予定しております。 

 以上でございます。 

 

 続きまして、教育研修センターでございます。１８ページを御覧ください。 

 １段目にあります「情報教育推進事業」でございますが、令和２年度当初

予算は１２３万９，０００円でしたが、令和３年度予算要求額は５６０万 

８，０００円と、約４４０万円の増額となっております。これは、昨年度ま

での事業内容に加えて、ＧＩＧＡスクール構想により整備された、児童、生

徒に１人に１台の端末を活用し、家庭でのオンライン学習環境支援を目的
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に、必要な世帯にＳＩＭカードを支給するための予算でございます。 

 原則、要保護家庭、準要保護家庭等の一定所得以下の家庭でオンライン学

習環境支援が必要な家庭に支給することを想定しております。ＳＩＭカード

の支給とともに、本市で既に購入しておりますＷｉ－Ｆｉルーターを貸し出

す予定です。 

 以上でございます。 

 

 以上で学校教育部の説明は終わりです。 

 

 

 子ども未来室でございます。２６ページをお願いします。 

 ２段目です。「幼稚園運営管理事業」についてでございますけれども、こ

ちらは、２か所の公立幼稚園の運営に関する経費でございます。 

 運営経費につきましては、令和２年度は２億７，９８７万２，０００円で

ございましたが、令和３年度は１億７，１９０万７，０００円となっており

ます。１億７９６万５，０００円の減額となっておりますけれども、令和２

年度との乖離につきましては、公立幼稚園のうち３園が認定こども園に移行

し、５園から２園になることに伴う人件費の分が主な原因となっておりま

す。 

 次に、その下段です。「幼稚園預かり保育事業」でございますけれども、

幼稚園全体で教育課程終了後等に預かり保育を実施する費用でございます。

主な経費は人件費でございますが、こちらも幼稚園が５園から２園に少なく

なることに伴いまして減額となっております。 

 続きまして、２７ページを御覧ください。 

 上段の「幼稚園支援教育運営事業」でございますけれども、公立幼稚園に

通う教育上支援が必要な園児に対しまして、教育支援員を配置し、園での活

動の支援を行う費用でございます。こちらも、５園から２園に少なくなるこ

とに伴いまして減額となっております。 

 続きまして２段目ですけれども、「認定こども園等運営管理事業」でござ

いますけれども、こちらは、私立認定こども園を利用する教育認定、いわゆ

る１号認定子どもに対する給付や、各園で行っている預かり保育事業などの

地域子ども・子育て支援事業に対する補助を行うものでございます。こちら

につきましては、令和２年度は２億５，４６９万円でございましたが、令和

３年度は２億４，１９３万１，０００円となっており、１，２７５万    

９，０００円の減額となっております。 

 続きまして３段目、「子育てのための教育施設等利用給付事業」につきま

しては、幼児教育の無償化に伴い、私立幼稚園に通う１号認定子どもに対す

る給付、及び、低所得者世帯及び３人目以降の子どもを対象に、副食費の援

助を行うものでございます。こちらも、令和２年度の予算では、２億   

１，１３５万６，０００円を計上しておりましたが、令和３年度は２億   

８８２万３，０００円となっておりまして、２５３万３，０００円の減額と

なっております。 

 以上でございます。 

 

 いきがい学習課です。 

 ２８ページ上段の「社会教育推進事業」につきまして、御説明させていた
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だきます。 

 こちらの予算につきましては、社会教育施設、公民館等の社会教育施設で

の講座の企画、立案をしているスタッフの人件費等についての予算となって

おります。増額については、定期昇給の部分ということで御理解ください。 

 続きまして２９ページ上段の「公民館管理事業」につきましては、市立公

民館５館の施設維持管理費の予算となっております。増額の主な原因といた

しまして、需用費の増額となっております。コロナ対策及び施設の修繕費が

若干上がっているということで、その原因で今回令和２年度と３年度の違い

となっております。 

 続きまして２９ページの下段「市民図書館管理運営事業」につきましてで

すけれども、こちらにつきましては、市内直営５館と、読書の森の運営経費

となっております。主な増額の理由といたしましては、委託費の増額となっ

ております。 

 以上です。 

 

 説明は終わりました。ただいまの件について、何か御意見、御質問はござ

いませんでしょうか。 

  

 ２１ページの教育総務、教育推進課「学習支援員配置事業」。令和３年度

から多分新しく始めることだと思うんですけど、質問が２つほどありまし

て、この支援員派遣とありますけれど、各学校に何名ずつ派遣するのかとい

うことと、期限が１学期に限るみたいなことが書かれているんですけど、こ

れはなぜ１学期だけなのかを教えてください。 

 

 「学習支援員配置事業」に関わってでいきますと、各学校に１名を想定し

ております。 

 令和２年度の当初予算になかったものですので、令和３年度当初予算に新

たに計上するいう形になっております。 

 以上です。 

 

 補足説明になるんですけれども、「学習支援員配置事業」に関しましては、

今年度の新型コロナウイルスの対策の事業として年度途中に補正予算を上

げまして、要は３月から５月まで学校閉じましたので、子どもたちに学習を

定着させるために、支援をするということで急遽入れたものでございます。 

 来年度も新型コロナウイルス感染症に関わって、取りあえず今年度１年の

学習は全部終えるんですけれども、やはり定着を図る。もう１回繰り返し子

どもたちにきちっと定着させるためには、やはりまだ１学期分ぐらいはプラ

スアルファが要るだろうということで、予算を上げさせていただいていると

いうところです。 

 今、センター長申し上げたように、１校１名で考えておるというところで

す。 

 以上です。 

 

 ただ、小学校は６学年もありますし、中学校は内容が難しいので、１校に

つき１名で足りるのかなという心配があります。 

 



 －14－ 

矢野教育研修

センター長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有馬委員 

 

田中委員 

 

 

 

 

 

 

浦井副理事 

 

 

 

田中委員 

 

 

 

 

田中教育総務

部次長 

 

 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

岡林学校教育

部次長 

 

 

 ありがとうございます。もちろん、学校で困っている、勉強で困っている

子どもたち、そんなに少なくありませんので、本当に足りる足りないでいう

と難しいところがあるんですけども、学習支援のために市として打っている

事業はこれだけではありませんので、放課後学習等サポート事業等々もあり

まして、外部支援人材は学校に適切に入れまして、子どもたちが本当に困っ

ているところに学習支援がきちっとできるようにという形で、市としても施

策を打っているところでございます。 

 これは、先ほど次長のほうからもあったように、コロナ対策で国、府の補

助金を使ってという形で新たに立ち上げている事業でございますので、そう

いう形で御理解いただければと思っております。 

 以上です。 

 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

 ２１ページの教育総務課の「小学校教材・教具購入事業」が５，０００万

ほど下がっているんですね。これの理由としては、教師用教科書が終了した

からというふうな説明をいただいたんですが、一方、中学校のほうでは上が

っていますよということで、これは逆にそういうのが必要だということなん

ですけれども、額が５００万程度と、かなり差があるんですけども、これは

なぜなんでしょうか。 

 

 小学校のほうはクラスでまず１冊ずつというようなところもございまし

て、その部分で小学校と中学校で同じ冊数ではないというところで、中学校

のほうが若干低くなっているというところでございます。 

 

 その５，０００万と５００万が若干かなと思ったんで、ちょっと質問させ

てもらったんですけども、理由としてはそういうことだろうと思います。 

 次に、給食費を１学期間免除するというふうな予算を組み込まれていたと

思うんですけども、これは現時点では１学期のみということでしょうか。 

 

 現在のところにつきましては、新型コロナウイルスの影響がまだまだ続い

ている中で、子育て世帯の家計の負担を軽減するという理由で、１学期とい

うふうな形になっております。 

 ただ、前回の議会におきましては、給食費の無償化といった話題も出てお

りました。市長のほうは、保護者等の意見を聞きながら考えていきたいとい

うふうな言葉もございましたので、２学期以降については未定というふうな

形になっております。 

 以上でございます。 

 

 ありがとうございます。 

 当然修学旅行費の予算というのも載っていないということですね。 

 

 修学旅行に関しましては、今年度のみ。今年度のコロナ対策ということで

考えております。 

 以上です。 
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 幼稚園関係でかなり予算が下がっておるというのは、認定こども園が作ら

れたことによることだという説明を受けたんですけども、その、差がかなり

大きいと。この数字だけ見ると、本当に認定こども園に集約することが非常

にメリットがあるんだなというふうには思うんですけども、一方、建設費だ

とか、そういったもの、固定費的なものというのもかかっているわけですよ

ね。そういったものを含めて、どれぐらいでペイという言葉が正しいのかど

うか分かりませんけども、どのような計画なんでしょうか。 

 

 建設費等につきましては、手元に資料がなくて申し訳ないんですけども、

７億近くかかっておるんですけれども、この３幼稚園がかなり老朽化してお

り、いずれ建て替える必要がありましたので、金額的には大変大きい投資に

なるんですけれども、３幼稚園を統合することによりまして、効率的な運営

を今後していけるのかなと。 

 今回、３幼稚園と第一保育所の統合も合わせて、今回わかばこども園がで

きますので、金額的には７億近い金額と、かなり大きい投資なんですけれど

も、建て替え等、今後修繕とかがかかっていく分を含めまして考えますと、

耐用年数等も考えまして、投資したかいはあるのかなとは思っております。 

 以上でございます。 

 

 いや、僕は批判じゃなくていいことだなと思ってあえて質問させてもらっ

たので。だから、毎年これだけの効率的なことをできるということなんで、

いいことだなと思います。初期費用は確かにかかる、何かとかかると思うん

ですけれども、そういったことも踏まえて、こういったことを進めていって

いるかなと。先ほどおっしゃったように老朽化ということも考えられますの

で、これは幼稚園だけじゃなくって、小学校、中学校も含めてどうなってい

くのかなということも課題だろうなと思っておりますんで、よろしくお願い

いたします。 

 それとあとＧＩＧＡスクールとか、ＳＩＭですかね。そういったことに使

うという予算になっていたんですけども、何かネットニュースだったか、テ

レビで、学校閉鎖になったときに、ある親御さんが、教育イコールお金だと。

要は、お金があれば教育はさせられるけども、お金がないと教育はできなく

なってくるというふうな意見というか、訴えが耳に入ってきました。そうい

うことがないように、子どもたちは平等なので、できるだけのバックアップ

も必要だと思います。そんなことで教育が左右されることがあってはならな

いと思いますんで、それだけよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございます。 

 

 ２０ページのＩＳＳですが、令和３年度はプラス６３０万とありますけれ

ども、１校の認証につきどれぐらいお金がかかるんでしょうか。 

 

 実はその辺りが、当初三中校区からスタートしたときの委託料の考え方と

今まさに大きく変更しておりまして、私たちも継続して続けていきたいとい

うことを機構のほうにもお伝えをしていく中で、委託料も随分と減額をして

いただいているところですので、１校単位ということの考え方ではなく、や

はり日程も少しタイトにすることで、大変学校現場にも御迷惑かけるところ

があるんですが、その分、現地審査で外国からの方の渡航費を分けて日程を



 －16－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗崎委員 

 

森教育推進課

長 

 

 

栗崎委員 

 

森教育推進課

長 

 

栗崎委員 

 

 

 

浦井副理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗崎委員 

すると、２回かかる分を１回にするであったりだとか、英訳についても三中

校区で培ってきたものをスライドする形で英訳を少し工夫するというよう

な形だとか、スライドの量を本当に要約してコンパクトに枚数を少し減らす

という形を機構のほうと本当に協議を重ねていく中で、すごく良心的に金額

を抑えていただいているところがございます。 

 指導が少し簡素になるということは決してなくて、やはり松原市が全校

区、全校で取り組んでいるということを非常に喜んでいっていただいており

ますので、１校単位という考え方ではちょっと計算上難しいところがありま

す。 

 細かいところは申し上げられませんが、かなり最初の頃に比べると、非常

に安くなっています。 

非常に抑えていただいて、指導を的確にしている。私たちもその分、三中

校区に倣って、随分とポイントを絞って連携をして、事前指導、現地審査と

いうことで進めていっている成果もあるのかなというふうに思っています。 

 

 ずっと継続で、何年間かの契約ですよね。 

 

 いえ、基本的には委託料の契約については年間指導ということで１つ契約

をしていて、あとは現地審査としての契約、事前指導としての契約というふ

うに、その行事ごとの契約にしております。 

 

 それでも毎年絶対かかってきますよね。 

 

 はい、そうです。 

 

 

 分かりました。ありがとうございました。 

 もう一つ、子どもたちの通学路に、例えばカメラの設置など、防犯的なこ

とへの予算というのはあるんでしょうか。 

 

 通学路なんですけど、一般的に松原市の道路や私道を使いながら、子ども

たちが多く集まって通っていく道を通学路という形で、各学校で指定させて

いただいています。その道について、防犯カメラ等は教育委員会ではつけて

いないという形になりまして、例えば、大きな幹線道路であれば、府の事業

でつけたり、市のみち・みどり整備室であったり、また、市民協働課の方で

も、町会が設置する防犯カメラに補助を行ったり、産業振興課の補助を活用

し、商店街などに防犯カメラをつけて子どもたちの安心・安全を、教育委員

会が間借りしているみたいなものですけども、守っていただいているという

ところです。 

 また、通学路の、例えば道が凸凹していたりとか、ここはガードレールを

つけたほうがいいとか、そういうことは松原市の道路を担当しているみち・

みどり整備室と相談しながら、みち・みどり整備室の予算でつけていただい

ているというとこなので、教育委員会の予算には、これは出てこないという

形になっています。 

 

 ありがとうございます。子どもを守るためですので、よろしくお願いいた
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します。 

 

 事務事業経費の内訳を見て毎年思っているんですけど、書けるところ、分

かっている範囲でいいので、説明に人数を書いてもらえていると、金額とか、

そういうことを想像して見やすいので、できれば来年度から書いてもらえる

とありがたいです。お願いします。 

 

 ありがとうございます。そうさせていただきます。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 

 今年度の目玉事業は一体何でしょうか。 

 

 学校教育部に関しまして、市の財政状況もなかなか厳しい中でやり繰りを

しているんですが、学校教育部としましては、やはりＧＩＧＡスクールで、

やっぱり子どもたちが１人１台の端末を家に持って帰って、家で学習用とし

て使えるように、全ての子どもたちができるような機会を持つと。そういう

予算については、一番大きいかなというふうに思っております。 

 以上です。 

 

 加えまして、御質問あったインターナショナルセーフスクールです。全校

国際認証されるというのは、かなり目玉になったと思っております。 

 以上です。 

 

 今回の教育費総額の予算のほうで５，５００万ほど上がっているというふ

うな形になりますが、全体的には予算的には下がっているんです。 

 この増額の一番大きな要因は、給食費の無償化。これが１億１，７００万

という金額ですので、各課、かなり厳しい財政状況の中、削ったり、先ほど

幼稚園のほうでもありました、認定こども園化をすることによって教育費の

予算が削られているところはございますが、この無償化でプラスに転じてい

るというところでございますので、大きなところかなと思っております。 

 

 今おっしゃっていただいたのが本当に目玉というのか、非常にアピールで

きることだと思います。その辺を市民の皆さんにももっと強くアピールでき

たらいいなと思うので、よろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございます。ほかに御意見、御質問ございませんでしょうか。 

 

よろしいですか。 

 それでは、ないように見受けられますので、「議案第４号 令和３年度松

原市一般会計予算案について」を、可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、「議案第４号 令和３年度松原市一般会計予算案について」は、

可決されました。 
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 続きまして、その他案件、「令和３年度松原市立学校園に対する重点指導

事項 社会教育の重点事項（案）について」の説明をお願いいたします。 

 お願いします。 

 

 令和３年度松原市立学校園に対する重点指導事項 社会教育の重点事項

の案でございます。 

 松原市教育委員会は年度当初、４月に、市内の各幼稚園、小中学校に対し

まして、松原市立学校園に対する重点指導事項、社会教育の重点事項を示し

ております。 

 以下、重点指導事項、簡略化して重点事項と申し上げます。 

 本日配布させていただきました令和３年度松原市立学校園に対する重点

指導事項・社会教育の重点事項（案）を１ページめくっていただきますと、

まず大きな１番、学校園教育に関してということで、「令和３年度重点指導

事項」ということが示されています。 

 これは、重点指導事項、法に基づく具体的な取組がまたこの後本編にはや

ってくるんですけれども、重点事項のみを示したものでございます。 

 本日は、この重点指導事項の案についての御説明のみをさせていただきま

す。 

 内容につきましては、令和２年度と重なる部分は割愛させていただいて、

追加、変更がある部分を中心に説明させていただきます。 

１ページ、「特別重点 新型コロナウイルス感染症に係る対応」というこ

とを示してあります。これは、令和３年度初めて示すものでございます。 

 大阪府教育庁は、市町村教育委員会に対する指導助言事項ということを設

定しておりまして、そこにも重点事項、特別重点として追記されているもの

を参考に作成したものでございます。 

 本市といたしましても、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、

各学校園で重点的に取り組んでいただいておりますが、引き続き令和３年度

も重点的に取り組んでいただきたいということで示させていただいたもの

です。 

 それでは、２ページ目を御覧ください。 

 これは「重点指導事項１ 学力向上の取組みの推進」についての分になり

ますけれども、「① 学習指導要領の確実な実施」。１つ目「□学習指導要領

の理念を踏まえた授業づくり」について書かれているものなんですが、上か

ら４行目を御覧ください。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について加筆し

ております。小中学校で使用します、今年は小学校、来年度からは中学校が、

新しい教科書になりますけれども、やっぱり教科書の中にＳＤＧｓが取り上

げられておりまして、その内容を学校の学習でも取り扱うよう示す必要があ

ると考え、記載したものでございます。 

 同じく２ページ目、上から８行目です。「□ＩＣＴ機器・機材の効果的活

用」についてでございますが、情報モラル教育について加筆しております。

この「□ＩＣＴ機器・機材の効果的活用」の中の４行目に、情報モラル教育

に関しては今後一層取り組む必要があると。児童、生徒１人１台の端末配備

に伴いまして必要があると考え、加筆したところでございます。 

 続きまして、３ページ目にいきます。「④ 家庭学習習慣の確立」という

題があるかと思います。その中の１つ目、「□家庭学習習慣の確立」の１つ
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目の・、自学自習力の育成について、「特に、ＩＣＴ機器の効果的な活用を

すすめるなど、児童・生徒の学習意欲向上を図ること。」ということで、１

人１台の端末を家に持って帰って、家で意欲的に学習するということを書き

加える必要がある、ということで加筆いたしました。 

 続きまして、４ページ目を御覧ください。これは重点指導事項に、豊かで

たくましい人間性の育みについて書かれたところですけれども、「⑧ 生き

方につながる道徳教育の推進」という項目があるかと思います。その４つ目

の・ですけれども、これを加筆しております。読み上げます。「児童生徒の

発達段階や特性等を考慮しながら、「ＳＮＳノートおおさか」等の教材を活

用し情報モラルに関する指導を充実すること。」、これについて加筆しており

ます。 

 続きまして、５ページ目を御覧ください。「⑩ 人権尊重の教育の推進」

の項目について。１つ目「□夢や生き方、集団づくりとつなげた人権教育」

の・３つ目を加筆いたしております。これにつきましては、この・３つ目の

上から２行目から特に加筆しておりますが、近年、ＳＮＳ等インターネット

上の差別やいじめ等が社会的な課題となっております。新型コロナウイルス

感染者や濃厚接触者をはじめとする差別、いじめの未然防止に取り組むよ

う、ということで示した文章となります。 

 続きまして、６ページ目を御覧ください。「重点指導項目３ 安心・安全

な学校園づくりの推進」、「⑭ 子どもたちの生命身体を守る取組みの推進」

という項目、３つ目の「□保健・衛生に関する指導の徹底」についても加筆

があります。３つ目の・です。「感染症対策については、「感染源を絶つ」」

等々書いてあるかと思いますが、これは新型コロナウイルス感染防止の取組

について、加筆、示したものでございます。 

 ７ページ目を御覧ください。「重点指導事項４ 学校運営体制の充実と教

職員の資質向上」についても加筆しております。「⑰ 組織的・効果的な学

校園運営と教職員の育成」という項目があろうかと思いますが、１つ目の□、

「教職員の服務規律の徹底と不祥事の未然防止」ですが、大幅に加筆してお

ります。大阪府におきまして、小中学校、府立学校合わせた令和元年度の懲

戒処分件数というのは減少したんですけれども、令和２年度が、これ増加傾

向にございます。刑法や府の迷惑防止条例に抵触するような非違行為が度々

報告、府のほうにされているというふうに聞いております。本市におきまし

ても、教職員全体に対する信頼を揺るがすような事態を未然に防止するた

め、重点指導事項として加筆する必要があると判断したところでございま

す。 

 具体的には、１つ目の・に１文加筆しております。１つ目の・２行目、「そ

の際、ハラスメントの根絶はもちろん、性的指向及び性自認の多様性に関す

る理解の推進にも努めること。」という１文も加筆いたしました。 

 続きまして、加えまして３つ目の・です。「不祥事の発生を予防し、未然

防止を図るため、「不祥事防止に向けたワークシート集」」、これは府が発行

しているものですが、そういったものを使って校内研修に活用しなさいとい

うこと。それから、教職員が不祥事予防について自ら考える機会を積極的に

設けなさいということを示しました。 

 その下の・です。未然防止はもちろんですが、事案が発生した場合、教職

員の不祥事、事案が発生した場合は速やかに報告しなさい、管理職に報告。

また、「管理職は教育委員会に速やかに報告、相談を行うこと。」ということ
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も加筆しております。 

 重点指導事項の主な変更点については、以上でございます。 

 

 社会教育の、市民協働部いきがい学習課所管分についてですけども、８ペ

ージを御覧ください。重点事項１、重点事項６がいきがい学習課所管分に当

たるんですけれども、昨年同様、変更点はないということで、よろしくお願

いいたします。 

 

 説明については、これで以上となります。 

 これを基に、次回３月の教育委員会議で重点指導事項ごとの取組も含めま

して、最終案をお示しいたしますので、お諮りさせていただき、御議論いた

だきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

 説明は終わりました。ただいまの件につきまして、何か御意見、御質問は

ございませんか。 

 

 次世代教職員というのはどういう人たちですか。 

 

 経験年数の浅い教職員を指しております。ただ、年齢は若い人もいれば、

講師経験があって、教師採用を受けて通った方、あるいは他職を、別の仕事

をされていて、やはり教師になりたいということで３０歳から３０代半ばに

なって受けられる方もいらっしゃいますので、総称して次世代教職員と呼ん

でおるというところです。 

 

 いわゆる新人を総称しているということですね。 

 

 はい、そのとおりでございます。 

 

 

 分かりました。 

 

 昨日か今日のニュースで、今年の小、中、高の子どもたちの自殺が極端に

増えているというふうなニュースを耳にしたんですけども、これはいじめと

かそういった問題ではなくて、社会全体に不安を感じている、将来に不安を

感じている。こういったことに対して特に女子高生が多いとかいうふうなこ

とも書いていましたけども、そういったことで、自殺は止められるはずだと

思うんですけども、こういった観点からの取組はどこを見ればいいんでしょ

うか。 

 

 ４ページに、「いじめ・不登校等への取組みの推進」というところがござ

います。学校の中で子どもたちにきちんと居場所があるということが、私た

ち教育委員会であったり、学校の先生方に指導している一番大事な部分かな

と思っております。 

 子どもたちが自分自身に本当に自信を持って、自分の学区であったり自分

の学校にきちんと居場所を感じて、学校が楽しいという気持ちで学校園に通
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っていけるということがまず大事かなというふうに考えておりますので、教

育委員会としては、そういう指導をきちんと子どもたちにできるように、重

点指導事項の中でも指導を重ねてやっていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

 その点は非常にお願いしたいと思います。子どもたち、まだ１０代で、こ

れから何年も生きていたら、今は悪くても、いいところがあると思うんです。

私もかなり年を取ってきて、若い頃に思い悩んでいたことが、今となっては

何だあれはというふうに思うことも当然出てくるんですよね。かといって子

どもたちはそのことで非常に真剣に悩んでいるんですよ。これは周りの大人

が見つけてやらないと駄目かなと思うんですよね。先生方、教員も忙しい中

ではあるんですけれども、当然そういう活動はされていると思うんですけど

も、子ども一人一人の顔を見て、あ、何かおかしいな、いじめじゃない、い

じめも当然含めますけども、そうじゃなくて何か家庭であるのかな、何か友

だちかな、何かな、何かおかしいなというようなことは、常にアンテナを立

てていただいて、自殺なんて本当にもうあってはならないと思いますんで、

その点だけは特にコロナ禍で学校に行っていない時期もありましたんで、学

校へ行きたくても行けないというふうな子どもの心理状況も踏まえて活動

していただけたらと思いますんで、お願いします。 

 

 ３ページの「③ 主体的な学習の習慣化」の教室など環境美化の徹底なん

ですけれども、この文を読む限り、児童生徒のみに限られているように感じ

てしまうのですが、教員たちにも同じようなことが求められていると思うん

です。お手本となる大人がやっぱりいると思うので。なので、そういうこと

がどこにも記載されていなかったので、できれば教員も児童生徒の模範とな

るように、環境美化の徹底に努めることなどの文を付け足してもらえないか

なと思うんですけれど、いかがでしょうか。 

 

 これは重点指導事項で、まだ本編もありますので、そういう教職員の意識

の向上であるとか、態度の育成であるとか、そういった分、また検討させて

いただきたいと思います。重点になるか、その後の本編になるか、今後、検

討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

 令和２年度のものを見直したときには書いていなかったので、検討しても

らえばありがたいです。 

 

 １ページ目、「人権尊重の教育の推進」のところで、新型コロナウイルス

感染症にかかった子どももおりましたよね。その場合の、２週間休んでいる

間のその子に対するケアもありますけど、いじめられないような指導って、

どういうふうなことをされますか。具体的に教えてください。 

 

 学校が閉まって、そして学校再開をしたんですけれども、子どもたちの中

にも、状況的には非常に厳しい、苦しい思いをしていた子もいたと思います。

その中で、日本赤十字社の教材や大阪府教育庁の教材なども活用しながら、

新型コロナウイルス感染症について正しく理解をして、知らないことに対す

る不安から差別をしたり偏見を持ったりするというその構造からしっかり
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と子どもたちには学んでいきながら、決して感染した方や、濃厚接触者の方

に対する自分たちの思いをぶつけてはならないということをしっかりと学

習をして、ホームページなどでも上げさせていただいたりしていた学校が多

いです。 

 そういった松原市の学校の取組を、当時は大阪府教育庁でも関心を持って

いただいたところがありまして、大阪府下でもこのように学習が進んでいる

地域があるということで、御紹介をいただいた次第です。 

 そういったところを発信させていただきまして、全ての小学校、中学校で、

新型コロナウイルス感染症に対するしっかりとした学習をし、偏見、差別が

どのように生まれて、そしてそれをなくすために自分はどんなことができる

のかということを、道徳の授業や総合的な学習の時間で学習をする。そうい

ったことは定着していたのかなというふうに思っています。 

 ただ、長い期間こういう状況が続いていますので、やはり継続して子ども

たちの状況を見ていかなければならないということは、校長会とも共有して

いるところです。 

 以上です。 

 

 休んだ生徒に対する問題はなかったということですか。 

 

 はい、私たちはそのように聞いております。 

 

 

 ありがとうございます。 

 

 ありがとうございます。ほかにございますか。 

 

よろしいですか。 

 では、ただいまの件については以上とさせていただきます。 

 それでは、ここで市民協働部の職員は退席をさせていただきます。 

 

 次に「議案第８号 松原市立松原幼稚園、松原西幼稚園、まつかぜ幼稚園

の閉園による告辞について」を議題といたします。事務局より説明を求めま

す。 

  

 「議案第８号 松原市立松原幼稚園、松原西幼稚園、まつかぜ幼稚園の閉

園による告辞について」でございますが、令和３年３月３１日をもちまして

閉園いたしますこの３幼稚園につきまして、閉園式を令和３年３月２４日に

実施いたします。その式に当たりまして、告辞につきまして、今回、案を作

成いたしましたので、協議していただいた上で承認をいただきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

 

 御覧いただいた上で何か御意見、御質問ございますでしょうか。 

 

よろしいですか。 

 ないように見受けられますので、「議案第８号 松原市立松原幼稚園、松
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原西幼稚園、まつかぜ幼稚園の閉園による告辞について」を、可決すること

に異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、「議案第８号 松原市立松原幼稚園、松原西幼稚園、まつかぜ幼

稚園の閉園による告辞について」は、可決されました。 

 それではこれで、福祉部の職員は退席をさせていただきます。 

 

 続きまして、「議案第３号 令和２年度松原市一般会計補正予算（第１３

号）について」を議題といたします。事務局より説明を求めます。 

  

 それでは、「議案第３号 令和２年度松原市一般会計補正予算（第１３号）

について」、御説明を申し上げます。 

 議案書と議案説明資料を使わせていただきまして御説明申し上げたいと

思います。 

 まず、議案説明資料のほうをお願いいたします。 

 議案説明資料、最初に表紙がございまして、めくっていただいたところに

議案第３号の説明を書かせていただいております。 

 小中学校のトイレにつきましては、学習環境改善のため順次改造工事を行

っているところでございます。今回、補正予算を計上いたしましたのは、老

朽化が進んでいます恵我小学校東館１階から４階、松原中学校北館東側１階

から４階のトイレ改造工事を行うとともに洋式化を進めるものでございま

す。 

 説明資料をもう１枚めくっていただきますと、恵我小学校の図面が載って

おりまして、赤いマーカーで塗らせていただいたところが今回改修、改造を

予定しているトイレでございます。この部分の１階から４階までの改造を行

いまして、改造の面積は１６０平米になります。 

 現在、この１階から４階が同じ構造になっているんですが、１階の男子ト

イレにつきましては、和便器１基、洋便器１基がございます。これを洋便器

２基に変更、改造するものでございます。 

 また、女子トイレは和便器３基と洋便器１基でございますが、これを洋便

器３基に改造いたします。 

 これを１階から４階までさせていただきますので、このことによりまし

て、恵我小学校の洋式化率は２３．５％から４５．９％に変わるというとこ

ろでございます。 

 次のページをお願いいたします。次のページが松原中学校の配置図となっ

ておりまして、これらも赤のマーカーで示させていただいています。上のほ

うが北向きになりまして、校門を入りまして正面玄関を入ったすぐ左手のほ

うのトイレを今回改修することになります。これも１階から４階のトイレを

改修させていただきまして、改造面積は２１２平米になります。 

 １階のトイレなんですが、こちらのトイレにつきましては、中庭から、外

部からも入れるトイレと内部のトイレ、２つのところがございます。 

 外部側の男子トイレですが、和便器１基でございましたところを洋便器１

基に変更させていただきます。女子トイレのほうは、和便器３基でございま



 －24－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したところを洋便器２基に変えさせていただきます。 

 １階の校舎内のトイレのほうなんですが、こちらのほうは男子が和便器１

基、洋便器１基でございましたところを洋便器２基に。女子トイレのほうは、

和便器２基と洋便器１基を洋便器３基に改造させていただきます。 

 また、１階廊下突き当たりのところに多目的トイレを１室設けさせていた

だきまして、男子、女子、ともに使えるトイレとさせていただきたいと考え

ております。 

 ２階から４階のフロアにつきましては、男子トイレのほうが和便器２基と

洋便器１基でございましたところを洋便器３基に。女子トイレにつきまして

は、和便器６基と洋便器１基を洋便器４基に改造させていただきます。 

 このことによりまして、松原中学校の洋式化率は１４．１％から２６．３％

に変わります。 

 松原市全体では、小学校が４３．８％から４５．６％に。中学校のほうが

３１．５％から３７．５％に変更となります。 

 小中学校を合わせますと、洋式化率が３９．６％から４２．８％に改善さ

れるというところにございます。 

 それでは次に、予算のほうの説明といたしまして、議案書を御覧いただき

ますようにお願いいたします。議案３号の一般会計補正予算についてをめく

っていただきましたところ、予算書を書かせていただいております。 

 この中の下のほうの歳出について、まず説明をさせていただきたいと思っ

ております。まず、上の表のほうですが、「各小学校トイレ改造事業」でご

ざいまして、こちらのほうは、恵我小学校のトイレ改造工事について書かせ

ていただいています。今回補正させていただく金額でございますが、一番右

端の説明という部分を御覧いただけたらと思っております。 

 まず、トイレの改造工事につきまして、設計監理を業務委託させていただ

きます。この金額が、６０３万４，０００円でございます。実際の工事費と

いたしましては、その下にございます５，４３２万２，０００円となりまし

て、合計で６，０３５万６，０００円を今回補正予算として計上させていた

だきました。 

 次に、下の表に移りまして、こちらが松原中学校トイレ改造工事につきま

して記載しております。同じく、一番右端の説明のほうを御覧ください。設

計監理業務委託料といたしまして７４６万円。その下に、工事費といたしま

して７，０９７万円。合計で７，８４３万円を今回補正予算として計上させ

ていただきたいと考えております。 

 次に歳入、上の段のところです。歳入について御説明を申し上げます。 

 歳入のほうですが、まず、上の段で、「義務教育施設整備費補助金」。これ

は国の補助金になります。右端のほうに説明を書かせていただいていまし

て、小学校のほうの国の補助金が、１，６４０万１，０００円。中学校のほ

うが、２，１８６万８，０００円。合計で３，８２６万９，０００円が国の

ほうからの補助金として頂きます。 

 国の補助金につきましては、毎年トイレ改造の１平米当たりの単価が変わ

ります。今回の単価としましては、３０万６，４００円になりまして、これ

が、まず補助の基準額になります。これの平米を掛けさせていただいた金額

の３分の１が国の補助金として入りまして、その補助金の金額が、今御説明

させていただいた金額となります。 

 その下の表は市債について書かせていただいています。市債のほうは「義
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務教育施設整備事業債」といたしまして、国のほうから市債のほうをさせて

いただくことになります。金額のほうですが、一番右端の説明を御覧いただ

きまして、小学校トイレ事業につきましては、４，１００万円。各中学校ト

イレ改造工事につきましては、５，３１０万円。合計９，４１０万円が市債

といたしまして、市のほうで借入れをしていくという形になります。 

 こちらのほうが。今回補正予算と上げさせていただきます説明となりま

す。以上でございます。よろしくお願いします。 

 

 説明は終わりました。ただいまの件について、何か御意見、御質問はござ

いませんでしょうか。 

  

 最終的には、トイレ洋式化は何％まで持っていくんでしょうか。 

 

 今現在すぐに何％ということはないんですが、学校によりましては、やっ

ぱり和便器が普通だというところもございます。 

 考え方といたしまして、各学校のほう、２か所のトイレがあるというとこ

ろになりますんで、１か所については全て洋式化、で、もう１か所について

は和便器を１つ残すという方法が、今のところはちょっと考えられるところ

かなと。 

 今後どういうふうに作っていくかというのは、また変わってくるかなとは

思っておりますが、今のところはそういう形で改造を進めていきたいと考え

ております。 

 それと、湿式ではなく乾式という形で、衛生的な面を考えて改造工事を進

めていきたいと考えます。 

 

 ということは、当面は毎年これか、これ相当以上の予算が必要だというこ

とになりますか。 

 

 こちらとしましてはやはりかなり昔、平成の最初の時期に改造している分

については、やっぱり和便器がどうしても多くなっていましたんで、そこら

辺はやはり洋式化のほうへ変えていきたいというところで、市のほうとは交

渉しながら予算化していきたいなとは考えています。 

 

 ありがとうございました。ほかによろしいですか。 

 

 ないように見受けられますので、「議案第３号 令和２年度松原市一般会

計補正予算（第１３号）について」を、可決することに御異議ございません

でしょうか。 

 

（異議なし） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、「議案第３号 令和２年度松原市一般会計補正予算（第１３号）

について」は、可決されました。 

 

 続きまして、「議案第５号 松原市文化財保護審議会への諮問について」
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を議題といたします。事務局より説明を求めます。 

  

 「議案第５号 松原市文化財保護審議会への諮問について」、御説明いた

します。 

 市指定文化財の指定につきましては、松原市文化財保護条例第６条第１項

に基づきまして、教育委員会が行うものと規定されており、また、指定する

際には、同条第３項の規定によりまして、指定文化財の候補の学術的価値な

どを判断するために、文化財の専門家で構成されます市文化財保護審議会に

諮問するものと規定されております。 

 今般、松原市丹南に所在します融通念仏寺院の来迎寺に所有されます来迎

寺紙本著色融通念仏縁起絵巻につきまして、松原市指定有形文化財として適

当であるか否かを御意見いただくものでございます。 

 それでは、議案説明資料の６ページをお願いいたします。 

 こちらのほうが諮問調書でございまして、次の７ページを御覧ください。 

 こちらのほうに、この絵巻について書いておりますが、この絵巻につきま

しては、阿弥陀如来から融通念仏の教えを授かった良忍が、その教えを人々

に説いて回る様子と、念仏によって救われた人々の体験談を絵と文章でつづ

られたものでございます。 

 鎌倉時代の正和３年、１３１４年になりますが、この年代に作られたもの

が最も古く、江戸時代まで多くの絵巻が作られております。 

 次に、２１ページを御覧ください。 

 写真刷りになっているページでございますが、御覧いただいております絵

巻は、上下２巻の巻物でございまして、室町時代の文亀２年、１５０２年に

なります。この年代に制作されたものです。上巻は縦２９センチ、長さが  

１１メートルございまして、３４枚の和紙を横につないだものになっており

ます。 

 下巻は、同じく縦２９センチ、長さは、こちらのほうが１３メートルござ

いまして、４２枚の和紙をつないだものとなっております。 

 この２巻は１つの桐箱に収められておりまして、蓋の表には、この写真の

一番上の左側です。「融通念仏縁起絵巻 二軸入／河州 丹南郡丹南村／諸

仏山護念院来迎寺什物」と墨で書かれております。ちょっと見にくいですが、

こういうふうに書かれています。 

 本絵巻の状況、状態なんですが、上下巻とも題箋と言いまして、題字のつ

いた紙があるんですけども、こちらのほうは失われております。また、一部

に欠落している箇所や、錯簡と言いまして物語の順番が入れ替わりになって

いる部分があるものの、内容的にはほぼそろっておりまして、また、順番に

ページを進めていってもらって分かりますように、色もきれいに出ておりま

して良好な状態で残されているというものでございます。 

 最後、２５ページを御覧ください。こちらが、下巻の最後になるんですけ

ども、こちらのほうに、絵巻を作った経緯と、作成の年が書かれております。 

 そして、寄進者の氏名などが記されております。それによりますと、本絵

巻は、江戸時代の初め、元和９年、１６２３年になりますが、こちらの時代

に来迎寺に寄進されたもので、この時期は、融通念仏宗が近代教団への転換

が始まった時期とされておりまして、中世から近世初期における融通念仏宗

の広がりを示す貴重な資料となっているものです。 

 そのため、本絵巻につきましては、美術史研究における基準となり得るも
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のでもあります。また、融通念仏縁起絵巻の展開や用途等を研究する資料と

しても重要なものと考えられるそうです。 

 松原市を代表する室町時代の貴重な絵巻というだけではなくて、美術史学

及び歴史学の研究において極めて学術的価値が高く、本市指定文化財にふさ

わしいと考えられるものです。 

 なお、本絵巻につきましては、本市の文化財保護審議会委員で、美術工芸、

絵画を専門とされております岩間委員よりも指定文化財の候補としての推

薦を受けておるものになります。 

 今後は、市文化財保護審議会に諮問した後に審議会の答申を受けまして、

市指定文化財としての指定手続を行うものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 説明は終わりました。ただいまの件について、何か御意見、御質問はござ

いませんでしょうか。 

 

 市の有形文化財に指定されると、どうなるんですか。 

 

 基本的にこの文化財を管理していただくだけにはなってくるんですけど

も、ただ、委員のほうからも、美術史的、歴史的にもすごくいいものである

という意見が出ておりますし、先ほど予算のほうで説明させていただきまし

た松原市の文化財につきまして、デジタルコンテンツ化していくというよう

な形のことも考えておりますので、こちらのほうもデジタルコンテンツ化し

ていくことによって、広く市外に発信できます。ホームページ上に載せるこ

とで、いろんな検索がかけられると。こういう研究をされている方に、すぐ

目に留まるような形でデジタルコンテンツ化していきますので、今後見てい

ただいて研究をしていただいて、松原市の来迎寺に所蔵されているものだと

いうふうな形で発信ができるものであると考えております。 

 以上でございます。 

 

 よろしいですか。ほかにございますか。 

 

よろしいですか。 

 ないように見受けられますので、「議案第５号 松原市文化財保護審議会

への諮問について」を、可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、「議案第５号 松原市文化財保護審議会への諮問について」は、

可決されました。 

 続きまして、その他案件に入ります。「インターナショナルセーフスクー

ルの国際認証に向けた事前指導（松原第二中学校区・松原第五中学校区）の

報告について」の説明をお願いします。 

 

 令和３年１月２８日、２９日に、インターナショナルセーフスクール国際

認証に向けた事前指導、第二中学校区、第五中学校区、６校の事前指導がご
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ざいました。 

 日本セーフコミュニティ推進機構の白石先生より、様々な御助言を頂くと

ともに、児童生徒の主体的な取組に大変高い評価を頂いたところでございま

す。 

 具体的なところを少し申し上げたいと思います。 

 どの学校に対しても、課題に合わせて委員会活動等が行われており、やや

もすれば取組だけが目立ってしまって、何のために行っているのかというと

ころが見えなくなることが多いんですけれども、様々な活動に取り組んでい

るということ。 

 それから、児童会、生徒会等が中心になって取り組んでいるんですけれど

も、全体の行動を変えることが容易ではなく、なかなか難しい。それぞれの

一人一人に届くためにはどうしたらいいかということに気づきながら悩ん

でいるというようなことも合わせて、非常に大事なことだと。悩みながら取

組を進めているということは大変すばらしいことだということで、評価を頂

いたところです。 

 また、ＳＤＧｓの理念とＩＳＳの取組をリンクさせている学校もございま

して、お褒めの言葉も頂いております。 

 アドバイスといたしましては、常に取組の理由であったり目的が分かるよ

うにするということ。課題、取組、そしてまたみんなで取り組んだその結果

がどうであったかというところまで、しっかりと発信するということを大事

にしてくださいというふうに教えていただきました。 

 また、先ほどもお話ありましたが、ＩＳＳの取組を行ってきた小学生が、

進級した中学校においても継続して取組を行えるような体制を、ぜひ校区で

構築してほしいということを伝えていただきました。 

 次年度は、この２校区も含めて全ての学校、校区で国際認証を取得する予

定でございます。新型コロナウイルス感染症の状況にも注視しながら、全力

で取組を進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

 

 ありがとうございます。ただいまの件について、何か御意見、御質問はあ

りますでしょうか。 

 

よろしいですか。 

 ほかに何か事務局のほうからありますでしょうか。 

  

 先月、これからの学校教育基本構想検討委員会の委員で五中の方が辞退が

あったということを報告させていただいたと思うんですが、本日、再度議案

提出させていただきまして、委員の委嘱について、御検討いただきたいと思

います。 

 

 ただいま事務局より提案されました、これからの学校教育基本構想検討委

員会委員の委嘱及び任命についてを報告第２号として、審議に入りたいと思

います。 

 それでは、「報告第２号 これからの学校教育基本構想検討委員会委員の

委嘱及び任命について」、事務局より説明を求めます。 
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 「これからの学校教育基本構想検討委員会委員の任命の専決処分の承認を

求めることについて」でございますが、欠員が出ておりました五中校区にお

きまして、坪田幸治さんがＰＴＡ関係者として、委員として承認を求めたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

 説明は終わりました。ただいまの件について、何か御意見、御質問はござ

いますでしょうか。 

 

よろしいですか。 

 ないように見受けられますので、「報告第２号 これからの学校教育基本

構想検討委員会委員の任命の専決処分の承認を求めることについて」につい

て、承認することに御異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、「報告第２号 これからの学校教育基本構想検討委員会委員の任

命の専決処分の承認を求めることについて」は、承認されました。 

 

 次に、冒頭、非公開でと決定しました２件の議案について、審議に入りた

いと思います。関係者以外の方は退出をお願います。 

  

【非公開】 

 

 それでは、以上で本日の案件については全て終了いたしました。これをも

ちまして、令和３年２月定例教育委員会を終わります。どうもありがとうご

ざいました。 

（閉会宣言午後５時３６分） 

 

 

 

 

 

 

 

署 名    教育長  美濃 亮      

委 員  栗崎 節子   

 


